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12月22日㈫
午後５時12月28日㈪来年１月

電
子
証
明
書

発
行
終
了

発行から３年間有効（住所・
氏名・生年月日・性別のいず
れかが変わると失効）

住
基
カ
ー
ド

発
行
終
了

カード表面に記載の有効期
限まで有効（個人番号カード
の交付を受けるときは返納）
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通知カードを簡易書留で発送
　住民票の住所に簡易書留で郵送。
郵便受けには投函されないため、手
渡しで確実に受け取ってください。
（受け取らなかったり紛失したりした
場合の再交付は有料）

11月中

マイナンバー利用開始
　税や年金、医療保険、雇用保険の手続き
にマイナンバーの記載が必要になります。
個人番号カードの交付が開始
　個人番号カードの交付を希望する人は、
通知カードに同封されている申請書に記
載して申請してください。
（初回の交付手数料は無料）

来年１月

マイナポータル運用開始
　個人ごとのポータルサイト「マイナポータ
ル」で、自宅のパソコンなどから自分の情報を
いつ、誰に、なぜ提供されたのか確認できるよ
うに。

平成29年１月

ネットワークを利用した国や
地方公共団体の情報連携開始
　行政手続きが簡素化されます。

平成29年７月
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マ
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会
保
障
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税
番
号
）制
度
は
、外
国
人
を
含
む
住
民
票
が
あ
る
全

て
の
人
に
、一
人
に
一
つ
の
12
桁
の
番
号
を
指
定
す
る
も
の
で
す
。社
会
保
障
や
税
、災

害
対
策
の
分
野
で
、国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
が
管
理
す
る
情
報
の
連
携
を
正
確
で
ス

ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
活
用
。社
会
保
障
や
税
の
公
平
な
給
付
と
負
担
の
実
現
や
、行
政

手
続
き
の
簡
素
化
、行
政
事
務
の
効
率
化
な
ど
が
図
ら
れ
ま
す
。
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よ
り
便
利
で
公
平
な
社
会
の
た
め
に

◦住基カードの発行が終了に
　来年１月の個人番号カード交付開始に伴い、住民基本台帳カード
（住基カード）の発行が終了。住基カードなどの取り扱いは右図の
とおりとなります。
◦ｅ―Taxでの申告は注意を
　個人番号カードは申請から順次交付するため、申請時期によって
は来年のe―Taxでの確定申告に間に合わない場合も。電子証明書
の利用を予定している人は、12月22日㈫までに住基カードに電子
証明書を発行すると確実です。
　なお、住基カード電子証明書の発行には日数が掛かる場合があ
ります。新規で申請する人は、早めに手続きしてください。
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現
況
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厚
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金
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。
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ソ
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通
知
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記

載
し
た
カ
ー
ド（
上
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①
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と
お
り
）で
す

が
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番
号
カ
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ら
に
顔
写
真
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Ｉ
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ど
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追
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通知カード（表面）

個人番号カード（表面）
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住基カードの取り扱いが変更に
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度

より便利で公平な社会のために
始まりますマイナンバー制度

（裏面）
◦外国人にも対応します
　外国人用に26カ国語で記載された案内も用意。必要な
人は問い合わせるか本市ホームページをご覧ください。
◦不審な電話に注意を
　マイナンバー制度に関連して国や市から電話などで、個
人情報を照合することはありません。おかしいと思ったら
回答せず、コールセンターや警察に連絡してください。
◦コールセンターなどを設置
　マイナンバー制度や通知カード、個人番号カードをより
詳しく知りたいときは、コールセンターなどに問い合わせ
てください。

▪通知カードの配送状況や個人番号カードの問い合わせ
午前８時30分〜午後10時（年末年始を除く。土日曜・祝
日は午前９時30分〜午後５時30分）

▼個人番号カードコールセンター＝☎0570-783-578

▼外国語対応ダイヤル＝☎0570-064-738（英・中・韓・
スペイン・ポルトガル語）
▪マイナンバー制度の問い合わせ
土日曜・祝日・年末年始を除く、午前９時30分〜午後５
時30分

▼内閣府マイナンバーコールセンター＝☎0570-20-0178

▼外国語対応ダイヤル＝☎0570-20-0291（英・中・韓・
スペイン・ポルトガル語）

詳しくは相談を

住基カード
電子証明

住基カード

マイナンバー
個人番号カード

12月22日㈫
午後５時12月28日㈪来年１月

電子証明書
発行終了

発行から３年間有効（住
所・氏名・生年月日・性別の
いずれかが変わると失効）

住基カード
発行終了

カード表面に記載の有効期限ま
で有効（個人番号カードの交付を
受けるときは返納）

15歳以上の個人番号カードには原則電子
証明が発行されます（発行しない選択も可）

重複所持は
できません

個人番号
カード発行

通知カードを発送
住民票の住所に簡易書留で郵送。郵便
受けには投函されないため、手渡しで
確実に受け取ってください。
（受け取らなかったり紛失したりした
場合の再交付は有料）

11月中

マイナンバー制度がスタート
税や年金、医療保険、雇用保険の手続きに
マイナンバーの記載が必要になります。

個人カードの交付が開始
通知カードに同封されている申請書に記
載して交付を申請してください。
（初回の交付手数料は無料）

来年１月

マイナポータル運用開始
個人ごとのポータルサイト
「マイナポータル」で、自宅の
パソコンなどから自分の情
報をいつ、誰が、なぜ提供さ
れたのか確認できるように。

平成29年１月

ネットワークを利用した
国や地方公共団体の情報
連携開始
行政手続きが簡素化され
ます。

平成29年７月

重
複
所
持
は

で
き
ま
せ
ん

マイナ
ポータル

国

市 県

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111 広報まえばし　平成27年10月１日号 23


